
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１２月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１４５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月１７日 １５時２８分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市 由比港西防波堤灯台から真方位０５８°１,２４０ｍ付近  

（概位 北緯３５°６.３′ 東経１３８°３４.１′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 警備艇 するが、２１トン 

 船舶番号、船舶所有者等  １３６７４３、内閣府 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷プロペラ翼端欠損、左舷プロペラ軸曲損等 

 事故等の経過 本船は、船長ほか２人が乗り組み、船首約０.４９ｍ、船尾約１.５０ｍ

の喫水で、静岡市由比町沖へ向かった。 

船長は、由比町の海岸付近が警戒警備上重要な地域であることから、同

海岸線に接近して航走したところ、平成２２年５月１７日１５時２８分ご

ろ左舷プロペラが浅所に接触した。 

本船は、右舷プロペラを使用して自力で帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ４  

潮汐：上げ潮のほぼ中央期 

 その他の事項 本船は、レーダー、ＧＰＳを装備していたが、船長は目視により操船し

ていた。 

船長は、いつもと同じように航走していると思って操船していた。 

船長は、船底部に衝撃を感じたときの船位（緯度・経度）をＧＰＳの航

跡上でカーソルにより読み取った。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析 本船は、由比町の海岸付近に接近して航行中、

船長が目測で船位を確認していたことから、同町

海岸付近の浅所に乗り揚げた可能性があると考え

られる。 

原因  本事故は、本船が、由比町の海岸付近に接近して航行中、船長が目測で

船位の確認を行っていたため、同町海岸付近の浅所に乗り揚げたことによ

り発生した可能性があると考えられる。 

 

 

 




